
住民投票及び住民投票資格者について 
  

 
1 住民投票条例について 

住民投票は、市民参画の手法のひとつとして保障した制度です。 
岸和田市の将来に関わる重要な課題が発生したとき、そのことに対して住民から請求があった
ときは、住民投票を行うことで、賛成か反対かの意見を聞き、その上で、市長や市議会が最終
的な判断を行うというものです。 

市の重要課題が持ち上がった時に、個別案件ごとに住民投票条例を設けていては、住民の直
接請求に膨大なエネルギーが必要となりますので、あらかじめ住民の声を聞く制度として確立
し、市民の権利として明確に位置付けることを目的として制定したものです。 

 
（1） 住民投票を行うことができる事項 

「岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題」とし、これは市と住民全体に利害関
係を有するもので、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものです。 

 
（2） 住民投票の請求 

定住外国人を含む住民のうち 18 歳以上の者の 4 分の 1 以上の連署をもって、その
代表者から市長に対して住民投票の実施について書面で請求することができます。 

 
（3） 投票資格者 

18 歳以上の日本国籍者で岸和田市に３ヶ月以上住所を有する人及び 18 歳以上の定
住外国人で岸和田市に３ヶ月以上住所を有する人です。 
※定住外国人とは、特別永住者と永住者、それらの人に加えて日本での在留資格があり、

3 年を超えて日本に住所を有する人のこと 
 

（4） 住民投票の結果について 
投票結果が確定するとその結果を住民に公表し、市長と市議会は住民投票の結果を尊

重しながら課題の解決を図ります。（拘束型ではなく諮問型） 
 
 
 
２ 住民投票の投票資格者数（平成 28 年９月１日現在） 

定住外国人を含む 18 歳以上の住民で３ヶ月以上岸和田市に在住の者の総数 
164,577 人 

※ 18 歳以上の日本人で３ヶ月以上岸和田市に在住の住民        163,271 人 
※ 18 歳以上の定住外国人で３ヶ月以上岸和田市に在住の住民       1,306 人 
                                             （参考：岸和田市の人口 198,261 人） 

 
 
岸和田市住民投票条例 
 （住民投票の投票資格者） 
第３条 住民投票の投票権を有する者（以下「投票資格者」という。）は、日本国籍を有する者又は

定住外国人であって、かつ、年齢満 18 年以上の者のうち、引き続き３月以上岸和田市に住所を
有するもの（その者に係る岸和田市の住民票が作成された日（住民基本台帳法（昭和 42 年法律
第 81 号）第 22 条又は第 30 条の 46 の規定による届出をした者については、当該届出をした日）
から引き続き３月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されている者に限る。）とする。 
 

２ 前項に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成

３年法律第 71 号）に定める特別永住者 
(2) 出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）別表第２の上欄の永住者の在留資格

をもって在留する者 
(3) 出入国管理及び難民認定法別表第１及び別表第２の上欄の在留資格（前号の在留資格を除

く。）をもって在留し、引き続き３年を超えて日本に住所を有する者 
 

資料 5-1 



 
３ 住民投票に必要な署名数 

定住外国人を含む 18 歳以上の住民で３ヶ月以上岸和田市在住の者の総数の 1/4 の数 
41,144 人 

 
 
岸和田市自治基本条例 
 （住民投票） 
第 20 条 市長は、岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題について、定住外国人を含む住民

のうち 18 歳以上の者が、その総数の４分の１以上の者の連署をもって住民投票を市長に請求し
たときは、直接住民の意思を問うため住民投票を実施しなければならない。 

２ 住民投票の投票権を有する者は、定住外国人を含む住民のうち18歳以上の者とする。 
３ 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 
４ 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。 
 

 
 
岸和田市住民投票条例 
 （投票資格者名簿の登録） 
第７条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した名簿（以下

「投票資格者名簿」という。）を調製し、保管しなければならない。 
２ 選挙管理委員会は、毎年９月１日現在における投票資格者を同月２日に投票資格者名簿に登録

しなければならない。ただし、９月１日から７日までの間に住民投票を行う場合その他選挙管理
委員会が特に必要があると認める場合にあっては、登録の日を繰り延べて定めることができる。 

３ 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第９条第２項の規定による当該住民投票
の告示の日の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。    

 

 
 

参考：住民投票条例 投票資格者の推移（直近５年） 

年度 日本人 外国人 
合計 

（投票資格者） 

投票資格者の 

1／4 の数 
岸和田市の人口 

（外国人住民含む）

平成 24 年 164,429 1,343 165,772 41,443 201,887 

平成 25 年 164,136 1,375 165,511 41,378 201,166 

平成 26 年 164,004 1,316 165,320 41,330 200,386 

平成 27 年 163,687 1,321 165,008 41,252 199,444 

平成 28 年 163,271 1,306 164,577 41,144 198,261 

※上記の数字は各年度の 9 月１日時点でのもの。（9 月 2 日に投票資格者名簿に登録） 

※この表の日本人とは 18 歳以上の日本人で３ヶ月以上岸和田市に在住の住民をいう。 

※この表の外国人とは 18 歳以上の定住外国人で３ヶ月以上岸和田市に在住の住民をいう。 

 


